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▼発売期間／７月10日㈬〜８月２日㈮

▼抽選日／８月13日㈫
❑問い合わせ先／役場まちづくり政策課財政係
　　　　　　　　☎４８２-２９１３（課直通）まで。
※�宝くじの収益金は明るく住みよいまちづくりに使われます。

弟子屈町財政の状況
平成24年度

　平成24年度の最終的な予算が今年３月末に確定しました。
　広報４月号別冊「平成25年度 弟子屈町 当初予算の概要」には、今年度の予算と主な事務
事業を掲載しましたが、今回は平成24年度最終予算額と、下半期に補正予算を計上した主
な事務事業、町債の現状などについてもお知らせします。

一般会計歳入
最終予算総額　85億3,434万円（平成23年度　78億5,700万円）

地方交付税は平成23年度に比べ１億9,742
万円の増、平成13年度との比較では３億

3,879万円の増となっています。
　地方交付税と町債で歳入全体の約60％を占
めており、町の重要な財源となっています。

その他
44,462万円
【5.2％】

国庫支出金
73,228万円
【8.6％】

分担金および負担金
20,608万円
【2.4％】

使用料および手数料
20,878万円
【2.5％】

地方譲与税	 13,249万円
利子割交付金	 189万円
配当割交付金	 82万円
株式等譲渡所得割交付金	 23万円
地方消費税交付金	 8,845万円
ゴルフ場利用税交付金	 243万円
自動車取得税交付金	 2,826万円
地方特例交付金	 630万円
交通安全対策特別交付金	 156万円
財産収入	 2,512万円
寄附金	 1,212万円
繰入金	 5,995万円
繰越金	 8,500万円

その他内訳

一般会計歳出
最終予算総額　85億3,434万円（平成23年度　78億5,700万円）

教育費
75,779万円
【8.9％】

商工費
31,738万円
【3.7％】

農林水産業費
83,407万円
【9.8％】

議会費　　   7,280万円【0.9％】
労働費　　   1,636万円【0.2％】
予備費他　　1,074万円【0.1％】
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給与費（職員の給料・手当などに）　　　　　　　　 111,700円
土木費（道路・住宅の整備や除雪などに）　　　　　 155,800円
公債費（借金の返済に）　　　　　　　　　　　　  136,600円
教育費（学校教育・生涯学習の推進などに）　　　　 94,400円
衛生費（医療の充実やごみ処理などに）　　　　　 118,300円
民生費（福祉の充実などに）　　　　　　　　　　  182,300円
消防費（消防などに）　　　　　　　　　　　　　　47,600円
総務費（全体的な計画や事務などに）　　　　　　　 60,900円
農林水産業費（農林水産業の振興などに）　　　　 103,900円
商工費（観光・商工業の振興などに）　　　　　　　 39,500円
議会費（議会などに）　　　　　　　　　　　　　　 9,100円
諸支出金・労働費・予備費・災害復旧費　
 （財産の取得・災害の復旧・その他）　　　　　　　　 3,400円

合計すると

1,063,500円
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財政状況に関するお問い合わせは
役場まちづくり政策課財政係☎４８２‐２９１３（課直通）

町債
127,041万円
【14.9％】

道支出金
56,482万円
【6.6％】

総務費
48,840万円
【5.7％】

 補正予算　下半期（10月〜３月）に補正した主な事務事業
　摩周パイロット線改良事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１億4,020万円
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※ 平成25年３月末現在の人口
（8,025人）で計算。

消防費
38,193万円
【4.5％】

地方交付税
395,816万円
【46.4％】

町税
86,124万円
【10.0％】

諸収入
28,795万円
【3.4％】

民生費
146,283万円
【17.1％】

公債費
109,593万円
【12.8％】

土木費
125,028万円
【14.7％】

衛生費
94,927万円
【11.1％】

給与費
89,656万円
【10.5％】

　非常用電源導入事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,717万円

■除雪費の推移
　除雪費は平成23年度に比べ、
992万円の増となりました。平
成24年度は大雪のため、例年に
比べ増額となりました。
（国からの補助金450万円）

除雪費過去６年間の推移

年度

19

20

21

22

23

24

　跡佐登65号線防雪柵新設事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,410万円
　奥春別団地線道路改良事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,010万円
　道路等長寿命化事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　200万円
　まちづくり整備事業（弟子屈中学校外構整備、釧路川遊歩道整備、防災備蓄倉庫耐震改修工事）　　　　　　　　　7,223万円
　公営住宅建替事業（泉ヶ丘団地公営住宅建替工事ほか）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１億6,030万円
　小学校耐震化事業（和琴小学校・奥春別小学校防災機能強化改修工事）　　　　　　　　　　　　　　　　　 １億9,823万円
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各特別会計・水道事業会計（企業）

町債の借入額と残高の推移

区　分

24年度 23年度 比　較

当 　 初
予 算 額

上 半 期
における
補 正 額

下 半 期
における
補 正 額

最 　 終
予 算 額
（Ａ）

最 　 終
予 算 額
（Ｂ）

（Ａ－Ｂ）増 減 率
（％）

国民健康保険特別会計 114,181 2,337 12,483 129,001 122,733 6,268 5.1

介護保険特別会計 72,649 623 1,303 74,575 71,970 2,605 3.6

後期高齢者医療特別会計 9,439 0 △69 9,370 9,100 270 3.0

温泉事業特別会計 5,598 0 286 5,884 6,231 △347 △5.6

下水道事業特別会計 35,547 336 323 36,206 40,359 △4,153 △10.3

計 237,414 3,296 14,326 255,036 250,393 4,643 1.9

水道事業会計（企業） 28,628 △80 1,904 30,452 26,808 3,644 13.6

（単位：万円）最終予算内訳

町債とは、国や金融機関などとい
った第三者から資金を借り入れ

るもので、長期にわたって償還（返済）
しなければならない町の借金です。
　町では、公共施設の建設事業を行
う場合などに町債を借りて事業の推
進を図っています。平成24年度の町
債の借入額は９億4,672万円で、残高
は98億1,237万円となっています。
　なお、町債の残高全てが町の負担
となるわけではなく、償還した元金
と利息の約60%が、町の収入の大部分
を占める地方交付税の中に含まれて
戻ってくることとなります。

５つの特別会計の最終
予算額は25億5,036万

円で、平成23年度と比較す
ると額で4,643万円、率で1．
9％の増となりました。
　医療費などの増加に伴い、
国民健康保険・介護保険・後
期高齢者医療特別会計では
増加となりましたが、温泉
事業・下水道事業特別会計で
は減額となっています。
　また、水道事業会計（企業）
の最終予算総額は３億452万
円で、平成23年度と比較す
ると額で3,644万円、率で
13．6％の増となっています。
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あなたの大切な一票を決して無駄にしないで

市民後見人養成講座事前セミナーのご案内
　市民後見人養成講座事前セミナーを次の通り開催します。10月開始予定の市民後見人養成講座に参加を希望
する方の事前セミナーですが、セミナーの出席が養成講座受講の条件となっているものではありません。

▼日時／７月24日㈬　15時30分～17時45分

▼場所／標茶町総合社会福祉センター（標茶町川上10丁目１番地）

▼講師／北海道市民後見推進コンソーシアム

▼申込締切日／７月17日㈬

後見制度とは
　	精神上の障がい（認知症・知的障がい・精神障がいなど）により、判断能力が欠けているのが通常の状態にある方を
保護・支援するための制度です。家庭裁判所が選任した成年後見人が、本人の利益を考えながら本人を代理して
契約を行ったり、不利益な法律行為を取り消したりすることができる制度です。

市民後見人とは
　	本来は親族、もしくは弁護士や司法書士など専門の知識を持った方が成年後見人として選任されます。親族や
専門家が近くにいない場合は、市民後見人養成講座などにより養成され、かつ家庭裁判所に登録された、同じ地
域に住む方が、後見人としての法律行為を行います。

市民後見人養成講座受講資格
①満25歳以上の方
②弟子屈町民、もしくは弟子屈町内の事業所に勤務している方
③これまでに未成年後見人、成年後見人、保佐人、補助人を解任されたことのない方
④破産していない方

※受講料は事前セミナー・養成講座ともに無料です。
※市民後見人養成講座の募集は後日あらためて行います。

問い合わせ先／役場福祉こども課社会福祉係☎４８２‐２９２１（課直通）


